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　・
損
害
賠
償
の
額
を
定
め
る
専
決
処
分
に
つ
い
て�

了
承

・
刈
谷
市
土
地
開
発
公
社
事
業
計
画
等
に
つ
い
て�

了
承

・
専
決
処
分
に
つ
い
て
（
令
和
７
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
６
号
））�

承
認

・
令
和
７
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
７
号
）　�

　
可
決

【
企
画
総
務
委
員
会
関
係
・
３
議
案
】　�

　

 

全
て
可
決

・
刈
谷
市
行
政
手
続
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

【
福
祉
産
業
委
員
会
関
係
・
４
議
案
】�

　
全
て
可
決

・
刈
谷
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
※
）

・
刈
谷
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
※
）

・
刈
谷
市
火
入
れ
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
土
砂
等
の
採
取
及
び
埋
立
て
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
建
設
委
員
会
関
係
・
３
議
案
】�

　
全
て
可
決

・
市
道
路
線
の
認
定
、
廃
止
及
び
変
更
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
水
道
給
水
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
下
水
道
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

【
市
民
文
教
委
員
会
関
係
・
４
議
案
】　�

全
て
可
決

・
刈
谷
市
印
鑑
の
登
録
及
び
証
明
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

・
刈
谷
市
就
学
前
の
子
ど
も
の
た
め
の
教
育
・
保
育
施
設
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
（
※
）

・
刈
谷
市
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
（
※
）

【
予
算
審
査
特
別
委
員
会
関
係
・
11
議
案
】�

　
全
て
可
決

（
令
和
７
年
度
補
正
予
算
）

・
刈
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
８
号
）（
※
）

・
刈
谷
市
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

・
刈
谷
市
下
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

（
令
和
８
年
度
予
算
）

・
刈
谷
市
一
般
会
計
予
算
（
※
）

・
刈
谷
市
刈
谷
小
垣
江
駅
東
部
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
予
算

・
刈
谷
市
刈
谷
野
田
北
部
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
予
算

・
刈
谷
市
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算
（
※
）

・
刈
谷
市
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
予
算
（
※
）

・
刈
谷
市
介
護
保
険
特
別
会
計
予
算
（
※
）

・
刈
谷
市
水
道
事
業
会
計
予
算
（
※
）

・
刈
谷
市
下
水
道
事
業
会
計
予
算
（
※
）

【
追
加
上
程
・
２
件
】

・
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て�

同
意

・
令
和
７
年
度
刈
谷
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）�

　
可
決

　
　
請
願
の
提
出
方
法
に
つ
い
て
は
こ
ち
ら
→

岡お
か

部べ

　
直な

お

樹き

　
氏
（
下
重
原
町
）

　
前
市
企
画
財
政
部
長

■
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て

　

前
任
者
が
令
和
８
年
３
月
31
日
で
退
任
と
な
る
の
で
、
次
の
方
を
選
任

す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。（
任
期
４
年
）

主
な
議
案
3
月
定
例
会

（
要
約
し
て
掲
載
し
て
い
ま
す
）

■
刈
谷
市
犯
罪
被
害
者
等
支
援
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

問
　
犯
罪
被
害
者
等
へ
の
支
援
と
し

て
、
相
談
体
制
や
経
済
的
な
支
援
、
関

係
機
関
と
の
連
携
な
ど
、
想
定
す
る
支

援
メ
ニ
ュ
ー
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
か
。

ま
た
、
現
時
点
で
新
た
に
実
施
す
る
支

援
が
あ
る
の
か
。

答　
相
談
体
制
と
し
て
、
従
来
か
ら

の
相
談
窓
口
で
あ
る
、
く
ら
し
安
心
課

に
お
い
て
、
引
き
続
き
職
員
を
は
じ
め
、

女
性
相
談
員
や
元
警
察
官
の
相
談
員
等

が
対
応
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ

て
弁
護
士
等
に
よ
る
無
料
の
専
門
相
談

に
つ
な
げ
る
。
経
済
的
な
支
援
と
し
て
、

犯
罪
被
害
に
遭
っ
た
方
や
、
遺
族
に
対

し
、
新
た
に
支
援
金
の
支
給
を
実
施
す

る
。
支
援
金
額
は
、
遺
族
支
援
金
が
30

万
円
、
重
傷
病
を
負
っ
た
被
害
者
本
人

へ
支
給
す
る
重
傷
病
支
援
金
が
10
万
円
、

特
定
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
精
神
疾
患

を
負
っ
た
被
害
者
本
人
へ
支
給
す
る
精

神
療
養
支
援
金
が
２
万
５
千
円
で
、
同

様
の
制
度
を
設
け
て
い
る
県
内
の
市
町

と
同
額
と
し
て
い
る
。
日
常
生
活
の
支

援
と
し
て
、
早
期
に
平
穏
な
日
常
生
活

を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
新
た
に

家
事
等
の
支
援
を
行
う
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
及
び
配
食
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

補
正
予
算
議
案

条

例

議

案

す
る
ほ
か
、
居
住
支
援
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
住
ん
で
い
た
住
居
に
居
住
す
る
こ

と
が
困
難
な
場
合
等
は
一
時
的
に
市
営

住
宅
に
入
居
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

問
　
警
察
や
支
援
団
体
等
と
の
連

携
は
条
例
で
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、

連
携
体
制
は
ど
う
す
る
の
か
。

答　
愛
知
県
や
警
察
、
犯
罪
被
害
者

等
へ
の
支
援
を
行
う
団
体
な
ど
関
係
機

関
等
と
連
絡
調
整
を
行
う
旨
を
定
め
て

い
る
。
ま
た
、
犯
罪
被
害
者
等
が
い
つ
、

ど
の
支
援
機
関
に
相
談
し
て
も
必
要
な

支
援
が
途
切
れ
る
こ
と
な
く
、
包
括
的

に
提
供
で
き
る
よ
う
愛
知
県
が
中
核
と

な
る
多
機
関
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
サ
ー
ビ
ス

体
制
に
参
画
し
、
関
係
機
関
等
と
情
報

共
有
等
を
行
い
な
が
ら
支
援
を
実
施
し

て
い
く
。

■
刈
谷
市
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

問
　
施
設
の
オ
ー
プ
ン
は
い
つ
か
。

答　
令
和
９
年
１
月
29
日
を
予
定
し

て
い
る
。

問
　
３
月
議
会
に
議
案
を
提
出
し
た

理
由
は
ど
の
よ
う
か
。

答　
令
和
９
年
度
通
所
サ
ー
ビ
ス
利

用
予
定
の
家
庭
に
対
し
て
８
年
度
中
か

ら
サ
ー
ビ
ス
の
内
容
等
を
説
明
す
る
必

要
が
あ
り
、
セ
ン
タ
ー
の
詳
細
を
条
例

や
規
則
に
定
め
、
３
月
に
公
布
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

問
　
２
つ
あ
る
施
行
日
の
違
い
は
ど

の
よ
う
か
。

答　
令
和
９
年
１
月
29
日
か
ら
巡

回
相
談
支
援
事
業
、
地
域
の
園
に
通
う

子
供
に
対
す
る
専
門
的
な
支
援
、
事
業

所
等
の
職
員
を
対
象
と
し
た
研
修
等
を

順
次
開
始
す
る
一
方
で
、
障
害
児
通
所

支
援
事
業
等
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、

利
用
者
に
対
す
る
環
境
の
変
化
に
配
慮

し
、
４
月
１
日
か
ら
新
セ
ン
タ
ー
で
の

サ
ー
ビ
ス
提
供
と
す
る
た
め
施
行
日
が

異
な
る
。

問
　
利
用
希
望
者
が
集
中
し
た
場
合

の
対
応
は
ど
の
よ
う
か
。

答　
利
用
希
望
者
が
集
中
し
た
場
合

は
、
他
の
児
童
発
達
支
援
事
業
所
の
利

用
や
地
域
の
園
な
ど
へ
の
入
園
を
案
内

す
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
、
保
育
所
等

訪
問
支
援
事
業
や
巡
回
相
談
支
援
事
業

等
に
よ
り
、
適
切
な
フ
ォ
ロ
ー
を
実
施

す
る
予
定
で
あ
る
。

問
　
保
育
所
等
へ
の
年
間
訪
問
見
込

み
件
数
と
幼
児
園
な
ど
の
園
側
の
負
担

軽
減
は
ど
の
よ
う
か
。

答　
保
育
所
等
へ
の
年
間
訪
問
見
込

み
件
数
は
、
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
保
育
を

推
進
し
て
い
く
こ
と
か
ら
、
保
育
所
等

訪
問
支
援
事
業
、
巡
回
相
談
支
援
事
業

と
合
わ
せ
て
、
現
状
よ
り
４
割
程
度
増

加
す
る
も
の
と
見
込
み
、
年
間
５
５
０

回
程
度
を
想
定
し
て
い
る
。
園
側
の
負

担
軽
減
と
し
て
は
、
現
在
よ
り
も
多
く

の
訪
問
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
職
員
に

対
す
る
支
援
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
行
き

届
く
た
め
、
よ
り
よ
い
保
育
環
境
が
で

き
る
。

　

全
議
員
で
構
成
す
る
予
算
審
査
特

別
委
員
会
を
経
て
、
関
係
す
る
分
科

会
で
審
査
し
ま
し
た
。

　

３
月
17
日
に
再
度
予
算
審
査
特
別

委
員
会
を
開
催
し
、
各
分
科
会
で
の

審
査
結
果
に
つ
い
て
各
委
員
長
か
ら

報
告
を
受
け
、
23
日
の
本
会
議
に
お

い
て
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決

し
ま
し
た
。
ま
た
、
同
日
、
中
学
校

改
修
に
関
す
る
令
和
７
年
度
刈
谷
市

一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）
が

追
加
上
程
さ
れ
、
原
案
の
と
お
り
可

決
し
ま
し
た
。

補
正
す
る
額
（
一
般
会
計
）

22
億
８
５
５
６
万
５
千
円

補
正
後
の
予
算
（
一
般
会
計
）

７
９
８
億
３
５
４
２
万
１
千
円

補
正
後
の
予
算
総
額
（
全
会
計
）

１
１
８
２
億
７
４
７
５
万
４
千
円

【
主
な
事
業
】

　

飼
料
価
格
高
騰
対
策
支
援
事
業

問
　
対
象
と
な
る
畜
産
農
家
の
業

種
と
軒
数
、
ま
た
、
物
価
高
騰
に
よ
る

値
上
げ
幅
は
ど
の
よ
う
か
。

答　
対
象
農
家
は
酪
農
農
家
１
軒

を
想
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
値
上
げ
幅

は
、
牛
の
餌
で
配
合
飼
料
は
12
％
ほ
ど

粗
飼
料
は
29
％
ほ
ど
価
格
が
上
昇
し
て

い
る
。

※
市
民
の
方
等
か
ら
貴
重
な
御
寄
附

を
頂
き
ま
し
た
。
補
正
予
算
に
計
上

し
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

・
総
務
管
理
事
業
費
寄
附
金

17
万
５
千
円

・
交
通
安
全
対
策
事
業
費
寄
附
金

１
５
４
万
６
千
円

・
高
齢
者
福
祉
施
設
事
業
費
寄
附
金

20
万
円

・
児
童
福
祉
総
務
事
業
費
寄
附
金

１
９
８
６
万
３
千
円

・
児
童
育
成
事
業
費
寄
附
金

30
万
円

・
保
育
園
事
業
費
寄
附
金

５
６
９
万
２
千
円

・
こ
ど
も
園
事
業
費
寄
附
金

１
０
１
３
万
４
千
円

・
緑
化
推
進
事
業
費
寄
附
金

85
万
７
千
円

・
公
園
事
業
費
寄
附
金

１
４
６
万
３
千
円

・
学
校
管
理
事
業
費
寄
附
金

６
２
５
０
万
円

　
委
員
会
で
は
、
議
案
の
審
査
の
ほ
か
、
主
に
次
の
こ
と
に
つ
い
て
、
質
問
な

ど
が
あ
り
ま
し
た
。

企
画
総
務
委
員
会

　

市
役
所
本
庁
舎
等
の
開
庁
時
間
の

変
更問　

変
更
を
補
完
す
る
手
続
の
オ

ン
ラ
イ
ン
化
の
状
況
は
ど
う
か
。

答　
令
和
８
年
11
月
２
日
ま
で
に

証
明
書
の
交
付
や
届
出
な
ど
窓
口
部

署
で
行
う
主
な
手
続
の
約
80
％
の
オ

ン
ラ
イ
ン
化
を
予
定
し
て
い
る
。

問　
オ
ン
ラ
イ
ン
化
し
な
い
手
続

の
具
体
例
と
そ
の
事
由
は
何
か
。

答　
一
例
と
し
て
、
転
入
届
で

は
、
転
入
す
る
方
の
実
在
性
や
本
人

性
の
確
認
、
印
鑑
登
録
の
申
請
で

は
、
登
録
す
る
実
印
の
確
認
が
必
要

と
な
る
な
ど
、
厳
格
な
本
人
確
認
等

が
必
要
な
手
続
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

そ
の
他
「
自
転
車
の
青
切
符
制

度
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

福
祉
産
業
委
員
会

　
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
行

動
計
画

問　
対
応
期
の
実
績
は
ど
う
か
。

答　
マ
ス
ク
着
用
や
ソ
ー
シ
ャ
ル

デ
ィ
ス
タ
ン
ス
の
確
保
な
ど
基
本
的

な
対
策
を
職
員
や
市
民
に
広
く
周
知

を
図
る
な
ど
の
対
応
に
取
り
組
ん
だ
。

問　
理
念
だ
け
で
終
わ
ら
せ
な
い

た
め
の
対
応
は
ど
の
よ
う
か
。

答　
実
効
性
確
保
に
向
け
、
平
時

か
ら
の
研
修
や
訓
練
等
を
通
じ
た
課

題
の
発
見
や
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、

得
ら
れ
た
改
善
点
や
知
見
、
ま
た
社

会
情
勢
や
状
況
の
変
化
に
合
わ
せ
、

必
要
に
応
じ
本
計
画
に
つ
い
て
フ
ォ

ロ
ー
ア
ッ
プ
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　

そ
の
他
「
ち
ょ
こ
っ
と
さ
さ
え
あ

い
事
業
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

建
設
委
員
会

　
「
魅
力
あ
ふ
れ
る
公
園
づ
く
り
事

業
」
の
取
組

問　
各
公
園
の
整
備
内
容
は
ど
の

よ
う
か
。

答　
洲
原
公
園
と
岩
ケ
池
公
園
は

池
の
水
辺
環
境
な
ど
を
生
か
し
な
が

ら
、
舗
装
園
路
の
整
備
を
行
う
。
総

合
運
動
公
園
は
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
の

グ
ッ
ズ
な
ど
も
購
入
で
き
る
カ
フ
ェ

レ
ス
ト
ラ
ン
な
ど
ス
ポ
ー
ツ
の
魅
力

を
発
信
す
る
エ
リ
ア
と
し
て
整
備
を

行
う
。
亀
城
公
園
は
堅
牢
な
石
垣
と

高
さ
が
象
徴
的
な
辰
巳
や
ぐ
ら
な
ど
、

刈
谷
城
址
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
整
備

を
進
め
る
。

　

そ
の
他
「
わ
が
家
の
地
震
対
策
事

業
の
拡
充
」「
刈
谷
市
汚
水
適
正
処

理
構
想
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

市
民
文
教
委
員
会

　
新
・
刈
谷
市
美
術
館
基
本
計
画

問　
新
・
美
術
館
の
目
指
す
姿
は

ど
の
よ
う
か
。

答　
「
つ
な
い
で
ひ
ろ
が
る
み
ん

な
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
」
を
目
指
す
姿

と
し
、
３
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
表
す
。

１
つ
目
は
芸
術
文
化
を
守
り
伝
え
る

美
術
館
と
し
て
芸
術
文
化
を
未
来
へ

つ
な
い
で
い
く
こ
と
。
２
つ
目
は
美

術
を
通
し
て
楽
し
さ
や
感
動
を
分
か

ち
合
う
美
術
館
と
し
て
楽
し
さ
や
学

び
感
動
を
得
ら
れ
る
場
と
し
て
広
が

る
こ
と
。
３
つ
目
は
人
び
と
と
交
流

し
共
に
つ
く
る
美
術
館
と
し
て
み
ん

な
で
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
と
し
、
魅

力
的
な
施
設
と
な
る
こ
と
を
目
指
す
。

　

そ
の
他
「
第
３
次
刈
谷
市
教
育
大

綱
」
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
。

委
員
会
の
動
き

議
決
結
果
一
覧
表  （
※
）
…
賛
否
が
分
か
れ
た
も
の

会派名及び議員名　

議案名及び議決結果

自民クラブ 市民クラブ 公明クラブ清風クラブ
無所属
議員の
会

日
本
共
産
党
議
員
団

に
じ
い
ろ
の
会

参
政
党

日
本
維
新
の
会

刈
谷
市
議
団

議
長
副
議
長

大
山　
　

実

葛
原　

祐
季

近
藤　

澄
男

揚
張　

慎
一

加
藤　

廣
行

外
山　

鉱
一

稲
垣　

雅
弘

佐
々
木
隆
教

伊
藤　

愛
恵

鈴
木　

定
晴

深
谷　

英
貴

中
嶋　

祥
元

佐
原　

充
恭

武
藤
美
智
代

谷
口　

睦
生

松
永　
　

寿

上
田　

昌
哉

新
海　

真
規

星
野　

雅
春

鈴
木　

絹
男

蜂
須
賀
信
明

山
本
シ
モ
子

城
内　

志
津

森
島　

公
祐

三
田　

真
弥

鈴
木　

正
人

加
藤　

幹
樹

刈谷市介護保険条例の一部改正について 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○×○○○

議
長
の
た
め
、
採
決
に
加
わ
ら
な
い

○

刈谷市国民健康保険税条例の一部改正について 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○×××○○××○○ ○

刈谷市就学前の子どものための教育・保育施
設の設置に関する条例の一部改正について

可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○××○○ ○

刈谷市特定乳児等通園支援事業の運営に関す
る基準を定める条例の制定について

可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○××○○ ○

令和７年度刈谷市一般会計補正予算（第８号）可決○○○○○○○○○○○○○○○○×××○○××○○ ○

令
和
８
年
度

刈谷市一般会計予算 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○×××○○××○○ ○

刈谷市国民健康保険特別会計予算 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○×××○○××○○ ○

刈谷市後期高齢者医療特別会計予算 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○×××○○××○○ ○

刈谷市介護保険特別会計予算 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○××○○ ○

刈谷市水道事業会計予算 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○××○○ ○

刈谷市下水道事業会計予算 可
決○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○××○○ ○

３月定例会提出議案の賛否
賛否が分かれたもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4

について掲載します。（◦：賛成 ×：反対）


